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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炭化水素燃料から水素を生成する方法であって、
　燃料を、酸素および／または水蒸気を含むガスと混合することと、
　燃料とガスの混合物を、反応器内の対置された電極間のマイクロ波プラズマ発生器によ
って生成されたプラズマに通過させることとを含み、
　電極のうちの少なくとも一方が、プラズマ近傍から物質を流出させるためのダクトを画
定し、
　その結果、流出ダクトから流出するガス混合物が水素を含み、
　燃料と酸素および／または水蒸気を含むガスとが反応器に入り、電極周辺で燃料とガス
の混合物の渦を形成する、方法。
【請求項２】
　燃料と酸素および／または水蒸気を含むガスとが、電極に対して接線方向に反応器に入
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　燃料／ガス入口が、燃料とガスの混合物の運動方向に対して接線方向にある、請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　燃料が、酸素と水蒸気の両方を含むガスと混合される、請求項１から３のいずれか一項
に記載の方法。
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【請求項５】
　炭化水素燃料がディーゼル燃料である、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　燃料、酸素および水蒸気の割合は、炭素に対する酸素のモル比が、０．５から０．７の
範囲内にあり、一方、炭素に対する水蒸気のモル比が１．５から２．０の間にあるような
割合である、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　燃料が、蒸気の状態で、マイクロ波プラズマ発生器に供給される、請求項１から６のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　水蒸気および／または気化燃料を生成するための熱が、流出ダクトから流出するガス混
合物との熱交換によって得られる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　パルスマイクロ波電力が反応器に供給される、請求項１から８のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項１０】
　燃料とガスの混合物を１回だけ装置に通すことによって、完全な燃料変換が達成される
、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　反応器が、大気圧よりも高い圧力で作動する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　対置された電極が、相互に接近およびさらに離れて移動させることができる、請求項１
に記載の方法。
【請求項１３】
　燃料が、液体炭化水素燃料である、請求項１から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　マイクロ波プラズマ反応器と燃料電池とを含むシステムであって、
　マイクロ波プラズマ反応器が、
　マイクロ波プラズマ発生器に結合された反応チャンバと、
　反応チャンバ内の、反応チャンバを通るマイクロ波放射の伝搬方向と垂直な少なくとも
１組の対置された電極と、
　電極を通過するガスが電極周辺で渦を生成するように位置付けられたチャンバ内の、燃
料と酸素および／または水蒸気を含むガス用の１つまたは複数の入口とを含み、
　電極のうちの少なくとも一方が、プラズマ近傍から物質を流出させるダクトを画定して
いる、システム。
【請求項１５】
　ガス入口が、電極に対して接線方向にある、請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　燃料／ガス入口が、燃料とガスの混合物の運動方向に対して接線方向にある、請求項１
４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭化水素、特に、これに限定されないが、ディーゼル燃料などの長鎖炭化水
素から水素を生成する方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水素および酸素（空気中からの）を消費する燃料電池は、クリーンで効率的な電力源を
提供するのに有望視されている。しかし、これは結果的に、水素を生成するための効率的
な、およびそれに対応してクリーンな方法を必要とすることになる。例えば、内燃機関用
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のディーゼル燃料に対する既存の流通ネットワークを介して、現在広く入手可能な炭化水
素から、水素を生成することができれば好都合である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　以上の点から、本発明は、炭化水素燃料から水素を生成する方法を提供するものであり
、この方法は、
　燃料を、酸素および／または水蒸気を含むガスと結合させることと、
　燃料とガスの混合物を、反応器内の対置された電極間でマイクロ波プラズマ発生器によ
って生成されたプラズマを通過させることを含み、
　電極のうちの少なくとも一方は、プラズマ近傍から物質を流出させるためのダクトを画
定し、
　その結果、流出ダクトから流出するガス混合物は水素を含有し、
　燃料と、酸素および／または水蒸気を含むガスとが反応器に入って、電極周辺で燃料と
ガスの混合物の渦を生成する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　好ましくは、燃料は、酸素と水蒸気の両方を含むガスと結合される。
【０００５】
　典型的には、反応器への１つまたは複数のガス／燃料入口がある。ガスおよび燃料は反
応器に入り、電極周辺で燃料とガスの混合物の渦を生成する。渦巻き状態の燃料とガスの
混合物によって、燃料とガスの混合物が、２つの電極間の電池の中心で渦を生成し、それ
によって、燃料が、酸素および／または水蒸気を含むガスと良好に混合されるようになる
。本発明の一実施形態においては、燃料／ガス入口は、燃料とガスの混合物が電極周辺で
渦を巻くときの燃料とガスの混合物の運動方向に対して接線方向にある。したがって、燃
料／ガス入口は電極の長手軸上に中心を有する円に対して接線成分を有する。すなわち、
入口は、入口と電極の長手軸とを結ぶ線に対して、非ゼロの角度成分を有する方向にある
。電極のうちの一方を通してガス混合物の流出ダクトを設けることによって、反応器内の
渦の生成が支援される。さらに、電極のうちの一方を通してガス混合物を除去することに
よって、電極が最も接近している場所のガス圧力が低下する。ガス圧力が低下することに
よって、反応器が大気圧またはそれよりも高い圧力（好ましくは後者であり、例えば、最
大７気圧の圧力）で作動する場合、プラズマは衝突を維持し（放電を開始し）、持続され
ることができる。流出するガス混合物を固体酸化物燃料電池に供給するときは、最大２．
３気圧の圧力が特に望ましい。電極のうちの一方を通してガス混合物を除去することによ
って、流出ダクトへの入口がプラズマ内に位置するので、ガスがプラズマを通過する可能
性もまた高まる。このことは、本発明の利点である。
【０００６】
　ガス混合物が流出ダクトに入ると、典型的には水素改質が発生し、その結果、典型的に
は、流出ダクト内にプラズマの尾が存在する。このプラズマの尾で反応が続き、それによ
って水素の産出量が増える。必要ならば、テールパイプ内に適切な改質触媒を配置するこ
とによって、この産出量をさらに増やすことができる。
【０００７】
　流出ダクトから流出するガス混合物もまた、一酸化炭素、および可能であれば二酸化炭
素などの他のガスを含有し、この流出するガス混合物を後続の方法ステップで処理する必
要がある可能性もあることは理解されよう。明らかに、これは、水素が利用される用途に
依存している。ガス混合物が高分子電解質膜（ＰＥＭ）燃料電池に供給される場合には、
実質的に一酸化炭素を含まない混合物が必要である。一方、固体酸化物燃料電池（ＳＯＦ
Ｃ）は、水素と一酸化炭素との混合物を直接使用することもできる。流出するガス混合物
は、主として、水素と一酸化炭素からなり、これが、「水性ガスシフト反応」（すなわち
、一酸化炭素を水蒸気と反応させ、さらに水素（および二酸化炭素）を生成する）を受け
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る。必要に応じて、残っている一酸化炭素を、選択的酸化プロセスによって、酸素と反応
させてもよい。代替的な方法では、パラジウム合金膜などの膜を用いて、一酸化炭素から
水素を分離する。
【０００８】
　典型的には、マイクロ波反応器は外側の金属ブロックを含み、この金属ブロックは、マ
イクロ波に対して高い透過性を有し、成形、機械加工または形成しやすく、改質温度（典
型的には、６００℃超）で使用可能な材料でできた、内側の交換可能な挿入体と共に格納
容器として作用する。適切なマイクロ波透過性材料は、反応器が作動する温度に応じて選
択される。例えば、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）が低い改質温度に適し、マ
イカ、アルミナおよび石英は高い改質温度に適する。挿入体の内側部分は、円筒形チャン
バの形状に機械加工される。円筒形チャンバには、１つまたは複数の接線方向のガス入口
を通って燃料とガスの混合物が入り、燃料とガスの混合物内で渦が発生して、挿入体の中
心に向かって位置する電極ペアのうちの一方を通ってガスが出るときに、渦を生成する。
マイクロ波反応器はまた、マイクロ波透過性挿入体なしに、チャンバとして作動してもよ
く、チャンバは通常は内部で挿入体が嵌合し、渦を発生し、この効果を高めるような形状
にすることができる。
【０００９】
　マイクロ波プラズマ発生器は、マイクロ波電力を連続的に、またはパルス的に提供して
もよい。パルス状のマイクロ波を用いることによって、電源は、プロセスによって使用さ
れる全エネルギーを低減できる利点を有する。
【００１０】
　プラズマの効果は、遊離基を生成し、ガスを加熱し、これにより、化学反応をより高速
に進行させることである。水蒸気改質および部分酸化を生成する２つの主反応が生じる。
水蒸気改質は吸熱反応であり、典型的には、約６５０℃超の温度を必要とし、炭化水素内
の炭素原子の数が増えるに伴って吸熱性の度合いが増加する。さらに、水蒸気改質は、デ
ィーゼル燃料が使用される通常の場合のように（効率を低下させることになるため、水蒸
気／炭素の割合が２よりも大きくない限り）、多核またはオレフィン成分が存在する炭素
を生成する傾向がある。一方、部分酸化は発熱反応である。部分酸化の生成物は、燃料と
酸素の比率に依存する。すなわち、酸素の割合が低い場合は、部分酸化は、水素と一酸化
炭素を生成し、酸素の割合がより高い場合は、水と一酸化炭素と二酸化炭素とを生成する
。これらの反応を実施するためにプラズマを使用することによって、触媒を供給する必要
がなくなり、熱慣性がかなり小さいために、反応器はより高速の応答時間を有することが
できる。
【００１１】
　部分酸化の条件については、好ましくは、燃料とガスの混合物中の炭素に対する酸素の
モル比は、０．５から０．７の範囲内であり、炭素に対する水蒸気のモル比は、１．５と
２．０との間である。
【００１２】
　燃料は、ケロシン、ガソリンまたはディーゼル燃料といった液体燃料であってもよく、
エタノールなどの酸素化合物を含んでもよい。この目的のために、ディーゼル燃料はほぼ
Ｃ１５であると仮定することが適切である。実際には、ディーゼル燃料は、数百の種々の
成分を含有し得る複合混合物である。例えば、ディーゼル燃料の１つの種類は、その主成
分として、約１４％の２－メチルトリデカン、１４％のｎ－ヘキサデカン、１０％のｎ－
トリデカン、並びに、それぞれ６％から７％のテトラメチルペンタデカン、トリメチルド
デカン、ブチルナフタレン、プロピルナフタレンおよびｎ－オクチルベンゼン（これらは
モル比である）を有することが判明している。ディーゼル燃料は、好ましくは蒸気の状態
でマイクロ波プラズマ発生器に供給される。
【００１３】
　マイクロ波プラズマ発生器は、極めて高い周波数（典型的には１ＧＨｚ超、例えば２．
４５ＧＨｚ）で作動し、このような高周波では、印加される電場の振動は極めて高速であ
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るため、電子だけが即時に応答できる。結果として、生成されるプラズマは局所的熱力学
的平衡状態からは程遠く、したがって、広範囲の圧力において作動することができる。特
に、プラズマは、ほぼ大気圧で、またはそれよりも高圧（例えば、３気圧または７気圧）
であっても作動することができる。
【００１４】
　本発明はまた、マイクロ波プラズマ反応器と燃料電池とを含むシステムであって、マイ
クロ波プラズマ反応器は、マイクロ波プラズマ発生器に結合された反応チャンバと、反応
チャンバ内の、反応チャンバを通るマイクロ波放射の伝搬方向に垂直な少なくとも１組の
対置された電極と、チャンバ内の燃料と酸素および／または水蒸気を含むガス用の１つま
たは複数の入口とを含むシステムを提供し、この１つまたは複数の入口は電極を通過する
ガスが電極周辺で渦を形成するように位置付けられ、電極のうちの少なくとも一方はプラ
ズマ近傍から物質を流出させるダクトを画定している。好ましい実施形態では、ガス入口
は、電極に対して接線方向にあるか、または反応器内の燃料とガスの混合物の運動方向に
対して接線方向にある。
【００１５】
　次に、本発明の方法およびプラントまたは装置を、単に例示目的で、添付図面を参照し
つつ、詳細に、より具体的に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１を参照すると、マイクロ波プラズマ反応器１０は、マイクロ波導波管１２を含む。
マイクロ波導波管１２の一端には、サーキュレータ１４と同調器１５とを介して導波管１
２に結合されたマイクロ波発生器１３（概略的に図示）があり、他端には、化学反応用の
チャンバ１６がある。代替的には、マイクロ波は、導波管ではなく同軸ケーブル接続を用
いて結合することができる。この例では、チャンバ１６は、導波管１２と実質的に同一断
面形状の矩形の鋼鉄製ボックス１６ａからなり、導波管１２と連通するマイクロ波透過性
のアパーチャ１６ｂを有する。ボックス１６ａの反対側は閉じられ、その結果、チャンバ
１６は、マイクロ波に対する伝送経路の終端となる。これと反対側のボックス１６ａの端
部（閉鎖端）は、プラズマの同調を支援するために、プレートまたはスライディングショ
ートの形態にできる。ボックス１６ａ内には、接線方向のガス入口ダクト１８が設けられ
た円筒形キャビティ１７を画定する、マイクロ波の透過性材料（例えば、ＰＴＦＥまたは
シリカ）でできた挿入体１６ｃがある。反応チャンバの概略形状および配置は、英国特許
第２２７３０２７号明細書で記載されたものと同様である。ボックス１６ａの上面壁およ
び底面壁は、円筒形キャビティ１７の長手軸上で、互いに対置された円錐形のテーパ状の
端部を有する、１組の電極２０、２２を支持している。電極の一方２２は、その長手軸に
沿って出口ダクト２４を画定している。この電極２２（したがって流出ダクト２４）は、
反応チャンバ１６の外側へ延び、形成される水素含有ガスの出口ダクト２６と連通する。
電極２０、２２は、マイクロ波エネルギーが、キャビティ１７の中心において電極間で最
大になるように、マイクロ波場の電気成分を集中させるように作用する。電極は、ブロッ
ク１６と良好に接触するように設計されている。出口ダクト２６は、熱交換器２８、２９
、３０を連続して貫通する（実際には、単一ユニットに一体化されてもよい）。
【００１７】
　マイクロ波プラズマ反応器１０は水素生成装置３２の一部を形成している。ディーゼル
燃料が、ポンプ３３によって熱交換器２９を通して供給され、約４００℃の温度に達し、
その結果、ディーゼル燃料が蒸発し、蒸気が混合ユニット３６に供給される。水と空気が
それぞれ、各ポンプ３４によって各チャネルを介して熱交換器３０を通して混合ユニット
３６に供給され、それぞれが約４００℃の温度に達し、その結果、水は水蒸気の状態にな
る。次に、結果として得られるガス／蒸気の混合物が、熱交換器２８を通過することによ
ってさらに加熱され、その後、反応チャンバ１６の入口ダクト１８に供給される（例えば
、４００℃で）。あるいは、ディーゼル燃料は、約５５０℃に加熱されてもよい。ＰＴＦ
Ｅが挿入体またはアパーチャ材料として用いられる場合は、反応器に入る燃料とガスの混
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合物は、２００℃を超えてはならない。高温の投入温度では、ディーゼル、空気および／
または水蒸気は、自然発火または制御不能燃焼を回避するために、他の組み合わせで混合
されてもよい。
【００１８】
　作動中、出口ダクト２６を通って流れる高温ガス混合物は、主に、水素、一酸化炭素お
よび過剰な水蒸気（後述するような）、並びに空気中からの窒素からなる。高温ガス混合
物は、水性ガスシフトユニット（図示せず）に送ることができ、そこで、過剰水蒸気が一
酸化炭素と反応して、より多くの水素を生成する。
【００１９】
　マイクロ波プラズマ反応器１０の使用において、マイクロ波発生器１３が２．４５ＧＨ
ｚのマイクロ波を発生する状態では、電極２０、２２がまず十分に近づけられて、マイク
ロ波によって電極間に発生する電圧が十分高くて放出物に衝突し、プラズマを形成する。
次に、電極２０、２２は少し距離を離すように移動され、熱腐食を最小限にすると同時に
、電極２０、２２の端部間のプラズマボール４０を維持するようにされる。ダクト１８を
通して導入されるガス混合物は、キャビティ１７の内側周辺で渦を巻き、次にプラズマボ
ール４０を通り抜けて、出口ダクト２６を通って流れ出る。典型的には、マイクロ波発生
器１３は、少なくとも３００Ｗのマイクロ波電力を発生し、同調器１５を用いて電極２０
、２２間のマイクロ波電力を最大にすると同時に、導波管１２内の反射電力を最小限にす
る。
【００２０】
　キャビティ１７内の圧力は、典型的には、１気圧から３または４気圧（絶対値）の間で
あり、このような圧力のプラズマは、比較的高い電子温度と、中程度に高い粒子温度とを
有する。プラズマ４０内のバルク温度は、１０００Ｋから４０００Ｋの間の範囲内にある
と予想できる。マイクロ波の効果は、加熱装置として作用することと、電子、イオンおよ
び遊離基を生成することとの両方である。プラズマボール４０の効果は、実際には、供給
されるマイクロ波電力と、反応物空気、ディーゼル燃料および水の割合と、それらの温度
および流量とに依存する。
【００２１】
　図１に示される水素生成装置３２について実験が実施された。この実験は、混合ユニッ
ト３６の後、ガス／蒸気混合物は加熱されず、代わりに、約２００℃でマイクロ波プラズ
マ反応器１０に供給される点だけが異なる。空気を一切供給しない（すなわち、純粋な水
蒸気改質）ため、過剰な水蒸気が凝縮した後に流出するガスは、６７％（容積で）の水素
と約２５容積％の一酸化炭素とを含み、流出するガスの温度と、改質されるディーゼル燃
料の割合とは両方とも、供給されるマイクロ波電力と共に増加することがわかった。水蒸
気／炭素の割合が３である場合、ディーゼル燃料は、２０００Ｗのマイクロ波電力を用い
て８９％変換された。一方、マイクロ波電力が７００Ｗまで低減される場合は、ディーゼ
ル燃料の変換は、４０から５０％まで低下した。ディーゼル燃料の不完全な変換は、部分
酸化反応によって追加の熱を供給するために、酸素源をさらに提供するのが望ましいこと
を示唆している。酸素源として空気を用いる場合は、不活性の窒素によって希釈されるた
めに、プラズマ反応器１０を通るガスの流量を増すことも必要である。
【００２２】
　空気と水蒸気の両方を含むガス混合物についてさらなる実験が実施された。これらの実
験は、炭素に対する酸素の比率（Ｏ２：Ｃ）のうちの２つの値、すなわち水素の生産性を
向上する０．５と、マイクロ波電力必要量を最小限にし、またエチレン、他のオレフィン
およびアセチレンの生成を最小限にする０．７とに焦点を当てた。さらなる研究によって
、０．５５のＯ２：Ｃが特に好ましいことが実証された。圧力の絶対値は、全体としては
、２気圧を僅かに上回った。通常は水蒸気を加えて、水蒸気／炭素の比率を２にし、炭素
の生成を防止した。全体流量は、いずれの場合も、８０リットル／分であった。酸素／炭
素の比率の値が０．５を上回る場合は、全ての燃料が変換されることがわかった。
【００２３】
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　エチレンはまた、流出するガスの少量成分（＜１％）であり、予測されるように、これ
は、０．５という、炭素に対する酸素の比率が低い場合にはより多いことがわかった。こ
れは、少量の従来の改質触媒または特定のエチレン除去触媒を、出口ダクト２４の外側端
部で供給することによって除去することができる。従来の改質触媒の存在下では、その体
積が、触媒を通るガスの空間速度が約９５，０００／時であるとしても、エチレンは極め
て効果的に除去され、また、水素の生産性が増大することがわかった。より大量の酸化ガ
ス混合物に関連する高い熱エネルギーのために水素の生産性がすでに高く、および、エチ
レンのレベルがより低い場合には、０．７という高い酸素／炭素の比率では、このような
触媒の必要性はあまり重要ではない。任意のこのような改質触媒の終了段階では、改質物
流から未反応の流れを利用するために、水性ガスシフト触媒（例えば、酸化クロム／鉄）
が供給されてもよい。あるいは、水性ガスシフト反応が、別個の触媒ユニット（図示せず
）を用いて実施されてもよい。
【００２４】
　流出するガスの組成を示す結果と、このような実験実施の実験条件を以下の表に示す。

【表１】

【００２５】
　プラズマボール４０内の反応物の滞留時間は極めて短く、典型的には、この８０ｓｌｐ
ｍの流量では約０．１ｍｓである。高温発光ゾーンであるプラズマの尾が、プラズマボー
ル４０から出口ダクト２４の下方に延びており、この高温発光ゾーンでは、化学反応が発
生していることが予測され得る。上述のような、酸素源を用いずに（水蒸気およびディー
ゼル燃料のみを用いて）実施した実験では、わずか約２５ｍｍ長さの短いプラズマの尾を
得ることが判明した。一方、酸素も存在する実験では、最大２３０ｍｍ長さの尾を得た。
水蒸気の充填が多くなるにつれて、尾は短くなり、酸素の充填が多くなるにつれて、尾は
長くなった。表で要約された実験条件では、高温のプラズマの尾内の滞留時間は約４から
５ｍｓであった。
【００２６】
　本発明は、燃料とガスの混合物を装置に１回通すことによって、完全な燃料変換を達成
できるという利点を有する。
【００２７】
　観察された結果では、上述のように作動すると、水素生成装置３２は、ディーゼル燃料
から水素を生成するのに極めて効果的であり、滞留時間が短いにもかかわらず高い変換が
得られることを示している。これは、より高速のスループットが可能であることを示唆し
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ている。より大きなスループットが必要な場合は、より大きなスループットは、ガス流が
並列に通過するような複数のマイクロ波プラズマ反応器１０を用いて、達成できることが
理解されよう。あるいは、反応器に入るマイクロ波放射の導波管と波長の適切な変更を備
えた、より高速のスループットを備えた大型の個々の反応器を使用することもできる。
【００２８】
　上述のとおり、最適なプロセス率は、酸素／炭素が０．４から０．８、より好ましくは
０．５から０．７の範囲内にあり、水蒸気／炭素が１から４、より好ましくは１．５から
２．０の範囲内にあると特定されている。上述の実験測定は、熱交換器２８が使用されて
いないために、反応物を最適に予熱せずに実施されたことが理解されよう。予熱すると熱
効率がより高くなるが、これは、ディーゼル燃料が熱分解を受けることが予測される約５
５０℃を超えるべきではなく、キャビティ１７を画定している材料が熱によって損傷する
温度を超えてはならない。予熱により反応物により多くの熱エネルギーを供給することに
よって、マイクロ波エネルギーが、反応物を加熱するために必要とされるのではなく、主
に遊離基を生成するために、したがって化学反応を開始するために用いられることを保証
する。４００℃または５５０℃まで予熱すると、同じく全体変換のためのマイクロ波電力
必要量はより少なくなることが予測される。
【００２９】
　上述の方法、プラントおよび装置は、本発明の範囲を逸脱することなく、様々な方法で
変更されてもよいこともまた理解されるであろう。例えば、装置は、水、空気およびディ
ーゼル燃料を適切な温度まで加熱するために、バーナーまたは電気ヒータ（図示せず）を
含んでもよい。このようなヒータは、例えば、起動時に用いられてもよい。反応物の別の
予熱方法は、ディーゼル燃料をマイクロ波反応器１０に供給する前に、燃料の一部を不完
全燃焼することによって（場合によっては、触媒反応器を用いて）達成されてもよい。１
つの代替方法では、起動時に空気だけを反応器１０に供給して、プラズマボール４０を起
動させ、熱ガスを供給してもよい。熱交換器２８、２９、３０が加熱されると、上述のよ
うに、次に水とディーゼル燃料もまた供給できる。マイクロ波反応器１０は様々な方法で
変更されてもよいことも理解されよう。特に、反応ガスが供給される挿入体１６ｃ内に設
けられた他の入口ポートが存在してもよい。または、電極２０を通る入口ポートが存在し
てもよい。または、さらに、出口ダクト２４または下流の出口パイプ２６内のプラズマの
尾へ反応物を注入するための手段が存在してもよい。
【００３０】
　図２は、ガラス強化ポリテトラフルオロエチレンから作られたブロック４１と、２つの
エンドピース４３、４４とからなるチャンバ４０からなるマイクロ波プラズマ発生器を示
している。ブロック４１は、円筒形の内面４２と、一端でガス用入口と連通し、他端でブ
ロック４１の内面４２に対して接線方向の通路５３とを有する。したがって、ブロック４
１とエンドピース４３、４４とによって形成されたチャンバ４０に入るガスは、このよう
に接線方向になり、電極６０、６２との間の隙間６１に入る前に、電極６０、６２の周囲
で渦を巻く。この渦巻流のパターンによって、電極６０、６２間の放電の安定性が高まり
、それによってより大きな直径の電極チップを用いることができ、結果的に活性ガスのス
ループットを高める。例えば、電極６０内の通路５４の先端部とオリフィス５６の直径を
８ｍｍにし、隙間６１を０．２ｍｍにすると、１００ｓｈｐｍのガスを活性化することが
できる。電極６２の先端部上の中心突起部５５によって、放電の安定性がさらに高まる。
さらに、オリフィス５６の内面５８をトランペット形状にすることによって、電極６０内
の通路５４のオリフィス５６へのガスの流れが促進される。電極６０には、交換可能な先
端部５７が取り付けられている。あるいは、電極６０は、単一片（図示せず）であっても
よい。
【００３１】
　図３は、ガラス強化ポリテトラフルオロエチレンから作られたブロック７１と、先端に
あるエンドピース７５と、底部にある第２のエンドピース（図示せず）とからなるチャン
バ７４を含むマイクロ波プラズマ発生器を示している。ガス入口は、チャンバ７４内のガ
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スの渦が、電極７２、７３の周辺で生成されるような角度で、先端のエンドピース７５を
貫通する。ガス入口は、直線状または湾曲していてもよい。
【００３２】
　別の実施形態（図示せず）では、図３のマイクロ波プラズマ発生器は、ブロック７１な
しに組み立てられ得る。ガス入口の角度および外形によって、ガスの渦は電極周辺で同様
に生成される。別の実施形態（図示せず）では、上部電極２０、６２または７２は、ガス
混合物用の別の流出ダクトを含有することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】断面図で示されたマイクロ波プラズマ反応器を組み込んだ、本発明の水素生成装
置の概略的な流れ図を示す。
【図２】マイクロ波プラズマ発生器の１つの例を示す。
【図３】マイクロ波プラズマ発生器の別の例を示す。

【図１】 【図２】

【図３】
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